
0．はじめに

　わが国のこれまでの地方自治研究は、大きく 3つの流れに分けられる（伊藤 2002）。伊藤は、

それらを地方制度論、権力構造論及び政策過程論とする。1つ目の地方制度論とは、中央地方関

係を規定する制度について論ずる研究であり、伝統的な集権・分権の軸のほかに、分離・融合、

集中・分散などの新たな軸を付け加えて、権限配分や事務処理の実態を捉えるための精緻化が図

られている。2つ目の大きな流れは、地方の権力構造を探る系譜であり、自治体の政策過程にお

ける影響力関係を解明する研究が行われている。2000年代に入り、日本の地方政治に対する関

心の高まりから、都道府県議会を対象とした分析が進められ、地方政府における政策変化の規定

要因が明らかになった（曽我・待鳥 2007、砂原 2011、辻 2015）。3つ目の流れは、自治体におけ

る新たな政策を生み出すメカニズムの解明を試みる研究である。伊藤（2006）は、自治体による

新たな政策の採用を理解するには、内生条件への対応、相互参照、横並び競争という行動原理が

鍵概念であるとし、動的相互依存モデルを提唱した。動的相互依存モデルは、中央－地方関係に

注意を払いながら、地方政府間の協力－競争関係を視角に収めることで、地方政府の新規政策の

導入過程を描く。

　このように、近年、中央政府による影響のもと、自律性をもった政体として地方政府を位置づ

け、地方における公共政策の動態を明らかにしようと、研究が進められている。しかし、地方政

府間の関係に焦点を当てた分析は、動的相互依存モデルの提唱はあるものの、十分ではない。そ

こで本稿では、公共財や公共サービスの提供をめぐる地方政府間の関係に着目し、地方政府の広

域連携を分析の対象とした先行研究の概観と理論的考察を行う。以下、1では広域連携の定義を

行い、日本の広域連携制度及び運用の実態を詳述する。2では日本及び海外の先行研究を整理し、

3では先行研究から得られる日本の広域連携制度分析の含意をまとめる。さいごに、若干の考察

を行う。

1．わが国の広域連携制度

　広域連携とは、公共財や公共サービスの提供をめぐる、地方政府の区域を越えた地方政府間協

力を指す。少子高齢化による人口減少社会の到来や中央・地方政府を取り巻く厳しい財政状況を

背景に、現在の公共サービスの水準を維持する手法として広域連携に寄せられている関心は高い
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（横道 2016、NIRA研究報告書 2014）。所管官庁である総務省により、連携中枢都市圏構想や定

住自立圏をはじめとする新たな共同処理方式が展開されるとともに、一部事務組合や事務の委任

といった従来の手法についても見直しが行われている。他方で、かつて広域連携は「広域行政」

と呼ばれ（横道 2016）、その始まりは 1888年（明治 21年）の市町村制の制定まで遡ることが出

来るほど長い歴史を持つ。総務省の資料において、「広域連携」という用語が初めて用いられる

のは、2009年 6月の第 29次地方制度調査会「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に

関する答申」である。本稿では、広域行政と広域連携を同義とし、いずれも地方政府間協力によ

る事務の共同処理方式の総称として分析を進めたい。

　もう一つ注意を要する点として、広域行政について、村上（2002）は、広義の広域行政である

合併と、狭義の広域行政である自治体相互間の連携や協力とがあるとする。日本では、狭義の広

域連携（村上の「狭義の広域行政」）を用いることが多い一方で、国際的には自治体の区域改革

である合併を広域連携の一つの形態と捉える傾向が強い（加茂 2010）。本稿では、分析の対象と

している日本の広域連携制度は、市町村合併を広域連携の一つの形態とは捉えていないため、狭

義の広域連携を用いる。ただし、国際比較の観点から合併を地方政府間連携が最も進んだ形態と

位置づけ、分析する。

1-1．広域連携の歴史的経緯

　わが国の地方政府は、明治、昭和、平成と 3回の大きな合併の波を経験 1） している。まず、明

治の大合併は、市町村による小学校運営の適正規模の実現を目指して行われ、1888年末に 7万

1,314であった市町村数は 1889年末に 1万 5,820にまで減少した。つづく昭和の大合併は、新制

中学校運営のための適正規模を求めて行われ、1953年 10月に 9,869であった市町村数は 1956年

9月には 3,975に数を減らした。そして、平成の大合併は、地方分権の受け皿となる総合的な行

政主体として、基礎自治体の行財政基盤を確立するために実施され、1999年 3月に 3,232であっ

た市町村数は 2009年 3月には 1,730にまで減少した。総務省のホームページでは、2016年 10月

現在の市町村数は 1,718と発表されている。

　いずれの時代も国主導の下、全国的に合併が展開され、市町村数は大幅に減少した。だが、市

町村数は著しく減少したものの、明治、昭和の合併については当時の中央政府が掲げた基礎自治

体の標準規模に全ての地方政府が到達していない。また、記憶に新しい平成の合併を振り返って

も、政府が掲げた、合併後の市町村数を 1,000とする目標には遠く及ばないまま、合併を進める

国や都道府県の積極的関与を廃止している。表 1 2） で合併の状況を確認すると、平成の合併に一

区切りをつける合併特例改正法案が国会に提出された 2010年 3月 31日時点で、人口 5万人未満

の自治体数は 1,185に上り、これは全市町村数の 68％にあたる。総務省が掲げた規模の経済によ

る自治体の行財政基盤の確立は必ずしも達成されていない状況である。

　このように、それぞれの時代の行政サービスや公共財を提供するために必要と考えられた、自

治体規模の実現に至らなかったことで、効率性や有効性を達成する合併の代替手法として用いら
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れたのが、一部事務組合や事務の委託等の地方政府間の連携制度である。くわえて、昭和の合併

終了後は、合併に至らなかった地域において相互交流をはかり、将来的な合併の素地をつくるこ

とや、圏域行政への対応を目的とした、広域市町村圏施策が政府の強い主導のもと展開された。

広域市町村圏施策は、圏域の設定を都道府県が行い、その事務を担う広域行政機構については一

部事務組合若しくは広域連合又は協議会の設置が義務付けられていた。合併に一区切りついた段

階での圏域施策の展開は、平成の合併終了後も同様に行われており、連携中枢都市圏構想が現在

は進められている。日本では、合併と一部事務組合や事務の委任、圏域行政といった広域連携を

交互に繰り返している状況である。

1-2．広域連携制度の概要及び運用状況

　日本の広域連携制度の概要及び運用状況を図 1 3） に示す。広域連携は、共同処理方式の法的手

法の観点から、法人格を備える組織を別途設立する方式（法人格創設型）と法人格を伴わない組

織・協定等の枠組みにより共同処理を行う方式（非法人型）に大別される（木村 2017）。また、

連携協約は、平成の合併終了後に実施されている圏域行政の連携中枢都市圏構想で活用されてい

る制度である。
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表 1　 人口段階別の市町村の人口・面積の変化：「『平成の合併』の評価・検証・分析」をもとに
筆者作成

1999年 3月 31日 2010年 3月 31日
団体数 人口 面積（㎢） 団体数 人口 面積（㎢）

50万人以上 21
24,459,688
（20.8％）

7,910
（2.1％） 27

30,406,053
（25.5％）

14,206
（3.8％）

30万人以上 50万人未満 43
16,672,731
（14.2％）

11,025
（3.0％） 45

17,334,198
（14.5％）

16,251
（4.4％）

20万人以上 30万人未満 41
10,139,015
（8.6％）

7,624
（2.1％） 41

10,082,356
（8.5％）

12,109
（3.3％）

10万人以上 20万人未満 115
15,609,766
（13.3％）

13,901
（3.7％） 154

21,252,161
（17.8％）

41,139
（11.1％）

5万人以上 10万人未満 227
15,738,410
（13.4％）

24,690
（6.7％） 278

19,314,878
（16.2％）

63,710
（17.1％）

3万人以上 5万人未満 262
10,015,674
（8.5％）

30,248
（8.2％） 259

10,015,061
（8.4％）

56,026
（15.1％）

1万人以上 3万人未満 986
16,620,311
（14.1％）

101,818
（27.4％） 467

8,480,508
（7.1％）

84,580
（22.7％）

1万人未満 1,537
8,347,037
（7.1％）

173,826
（46.8％） 459

2,393,126
（2.0％）

83,930
（22.6％）

全国計 3,232
117,602,632
（100.0％）

371,040
（100.0％） 1,730

119,278,341
（100.0％）

371,950
（100.0％）



2．先行研究

　前述のとおり、厳しい財政状況と行政サービスに対するニーズの多様化及び期待の高まりは、

わが国における広域連携推進の原動力となっている。こうした効率化及び有効性向上を求める住

民の地方政府に対する圧力と広域連携に寄せられる期待の高まりは、わが国独自の状況ではなく、

諸外国にも共通する潮流である（Dollery and et al. 2016、Elston and MacCarthaigh 2016、

Hawkins and Carr 2016）。しかし、各国の広域連携制度を網羅的に確認し、それぞれの国におけ

る先行研究を取り上げることは、本稿の射程を超える。そこで本稿では、広域連携の視座から地

方政府間関係を捉えるという目的に従い、地方政府の競争－協調関係が広域連携の分析の視角に

収められているアメリカを中心に海外の先行研究の確認を行う。

2-1．アメリカを中心とした広域連携に関する先行研究

　アメリカの広域連携はシェアードサービスとよばれ、その先行研究は、大きく 2つの流れに分

けられる。それは、地方政府間連携の成立過程に焦点が当てられている分析と運営の実態や結果

に関する分析である。1つ目の成立過程に関する分析は、アメリカの地方政府の成り立ちや自治

体の機能及び権限に由来しており（Bel and Mildred 2014）、アメリカにおける社会経済的要因を

包含する視点である（Carr and Hawkins2013、Warner 2015、Cresswell and Cresswell 2015）。2

つ目の運営の実態や結果に関する分析は、オーストラリア及びヨーロッパ、カナダ等の先進諸国

においても広く取り組まれている。なお、2つの大きな流れはあるものの、成立過程のあり方が

運営に与える影響も存在すると考えられ、成立要因と運営の結果をつなぐ分析も進められている。

それぞれ、以下に確認する。

　地方政府間連携の成立過程を明らかにしようとする試みは、Feiock（2004、2009、2013）によ

図 1　広域連携の制度の概要及び運用状況：共同処理制度の概要をもとに筆者作成
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る制度的集合行為の提唱によって新たな理論的知見の蓄積へとつながった。制度的集合行為は、

Olsonの諸個人を分析の対象とした集合行為論を基礎とし、メトロポリタンにおけるガバナンス

システムを理解する理論的フレームワークを提供する。

　アメリカでは、小規模で断片化したミュニシパリティによる非効率が指摘される一方で、地方

政府間における競争は自治体の数が多くなるほど激しくなるため断片化によって効率性が生まれ

るという議論が存在する（Tiebout 1956、Oakerson 2004）。統合と分権のいずれも効率性に資す

るという議論の対立にくわえ、実際には、ミュニシパリティの合併という地方における政府構造

の変更は困難を伴った。そこで、既存の地方政府単位を残したまま、政策ごとに集権化された権

限を設立するメトロポリタンガバナンスが模索され、その動きは「新しい地域主義（new 

regionalism）」と呼ばれている（Post 2004、Savitch and Vogel 2000）。新しい地域主義は、コ

ミュニティーにおける競争と協力（連携）の内在を示唆する。新しい地域主義の協力（連携）の

側面に焦点を当て、地方政府間や地方政府とそのコミュニティーにおけるアクターの協力関係が

構築されるメカニズムが、制度的集合行為である。

　Olson（1965）によると、個人の集団への参加が自己利益につながるとき集合行為は生じ、他

では得られない便益を受ける、共通の政策目標や選好を発展させるという 2つの理由に動機づけ

られる。集団が集合財の最適供給を続けるには、選択的誘引あるいは強制が必要とされ、大規模

集団ほど集合財の最適供給は難しい。くわえて、集団の設立には、集合行為の費用を克服しよう

とする政策起業家や強いリーダーが必要とされる。

　Post（2004）は、制度的集合行為論の独自の視点として、連携する組織の数、その組織の規模

と組織間の非同質性に着目し、理論的検討を行った。その結果、地方政府間協力の決定要因とし

て 5つの条件で 11の項目（表 2）を挙げている。

　さらに、取引コストの視角から制度的集合行為論は精緻化され、質的研究及び量的研究の蓄積

表 2　地方政府間協力の決定要因：Post（2004）をもとに筆者作成

決定要因 項　目 効果

地理的条件
地方政府数の増加 ＋
地方政府の密度の増加 ＋

集団の規模
連携を求める地方政府数の増加 －
非同質的な有権者 －

共通政策目標

コスト抑制の可能性 ＋
サービスの継続性 ＋
財やサービスの属性：資本集約型 ＋
財やサービスの属性：労働集約型 －

リーダーシップ／政策起業家 強いリーダーシップまたは政策起業家 ＋

共生や選択的誘因
地方政府の連携に対する連邦の補助金や財政的インセンティブ ＋
地方政府間協約に影響する州法 ＋
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がある（Feiock 2007、Kwon and Feiock 2010、Hatley 2010、Hatley and et al. 2015他）。Carr and 

Hawkins（2010）によると、地方政府間連携のシェアードサービスの取引コストは 3つのリスク

から成る。第一が、連携コストによるリスクで、いずれの地方政府と連携するかという問題であ

る。住民が同質的な地方政府間の方が選好のばらつきが抑えられるため、コストは低下する。そ

の他の要因として、シェアードサービスに参加する地方政府の数や対象とする政策分野が少ない

場合、インフラ整備を連携の目的とする場合、連携する地方政府が専門性を持った職員を多く抱

える場合にもコストは低くなる。第二が、分配コストによるリスクで、シェアードサービスに

よって生じる財政負担及び恩恵をどのように分配するかという問題である。これは第一の連携コ

ストと強く関連している。第三が、離反コストによるリスクで、シェアードサービスで提供する

財やサービスに特別な投資が必要な場合や業績測定の難しさによってコストは増加する。これら

のリスクを抑えるためには、提供するサービスや財の性質に応じた制限的な契約内容または自由

裁量を残した契約内容の作成、カウンティとのネットワークや政策ネットワークの活用が有効と

考えられる。

　ここまで、アメリカ特有の断片化した地方政府における連携の成立過程に焦点を当てた先行研

究を確認した。つづいて、広域連携の運用や結果に焦点を当てた分析へと移る。管見の限り、

シェアードサービスに関して、アメリカの州を横断する分析は存在せず、州およびカウンティ、

メトロポリタンを単位とした実証研究がなされている。まず、地方政府間連携の第一の目的であ

る、効率性の実現に関する分析を確認する。地方政府が提供する公共財及びサービスは、それぞ

れ性質が異なっており、その性質に応じて規模の経済を実現しやすいシェアードサービスは地方

政府にとって有効な手法とされる（Holzer and Fry 2011）。しかし、先行研究の結果は、シェ

アードサービスによる効率性の実現を必然としていない。例えば、Maher（2015）は、ウィスコ

ンシン州の警察と消防サービスにおける広域連携について、1987年から 2009年の時系列分析を

行い、サービスの統合後に一人当たりの支出額が増加しているとする。シェアードサービスの実

施後に支出が増加する傾向は、アメリカだけでなくノルウェーやイタリア等でも確認される

（Bel　and Warner　2015）。こうしたシェアードサービスの失敗について、Elston and 

MacCarthaigh（2016）は、初期費用の増加、取引コストの増加、業務の改善ではなく連携自体

の目的化、構成自治体と連携機構の業務の重複等を理由に挙げる。

　次に、地方政府間の連携設立過程に存在するリスクと運営結果の関連を分析の視角に収める先

行研究へと移る。Chen and Thurmaier（2009）は、連携の推進力が連携の成功に及ぼす影響に

ついて分析を行った。シェアードサービスを提供している自治体の職員に対する意識調査を用い

た分析で、コストを公平に負担し、シェアードサービスによる便益を公平に分配しているという

職員の認知が、連携は成功を収めているという職員の認知に正の影響を及ぼすと明らかにした。

また、Carr and et al.（2017）は、制度的集合行為論から導出される 3つのリスクと実際に職員

が認知しているリスクの相違について、職員に対する意識調査を用いて明らかにした。分析によ

ると、連携を行うコミュニティーにおいて社会資本が形成されている場合にはリスク認知が低く
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なった。くわえて、構成地方政府間の人種の非同質性はリスク認知に有意な影響を及ぼさないこ

とを示した。

　そのほかに、現在、実施されているシェアードサービスについて、運営の形態に応じて特徴を

記述する試みもある（Abernathy 2009、Morse and Abernathy 2015）。Morse and Abernathyは、

サービス生産の主体の断片化に関する次元とガバナンスに関する次元を用いてシェアードサービ

スの形態を分類している（図 2）。図 2において、横軸はサービス生産の主体が断片化している

か否かを示す。縦軸はサービスを提供する際のガバナンスに関する状況を示し、構成地方政府が

自律的にサービス内容について決定可能か否かを表す。それぞれのシェアードサービスの形態が

与えられている位置はシェアードサービスの運営の容易さを示すものではない。サービス生産の

主体について断片化の程度が自明である場合に、サービス提供手法の適切さを分析する材料とな

るものだ。住民によるサービスの統制と行政の応答性の観点から提供するサービスの内容を決定

する際に、地方政府はどの程度の自律性を確保すべきかという実務的な関心に応えるものである。

　ここまで、アメリカを中心とする先行研究を確認した。地方政府間の競争－協調関係に焦点を

当てる分析は、断片化したミュニシパリティを抱えるアメリカの特徴に由来する。しかし、連携

の設立時に存在する取引コストは、運営段階でも取り組みに影響を及ぼすと推測される。連携コ

スト、分配コスト、離反コストから構成される制度的集合行為論は、諸外国及び日本の広域連携

に関する分析でも応用可能な理論といえるだろう。また、広域連携によるサービス及び公共財の

図 2　シェアードサービス協約の分類：Morse and Charles（2015）をもとに筆者作成
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提供の結果に関する分析は、今後発展が期待される分野であるとともに、既存研究が提示する分

析手法をわが国の広域連携分析へ適用することは有益である。

2-2．日本の広域連携に関する先行研究

　次に日本の広域連携に関する先行研究を確認する。「広域行政」は古くて新しい問題とされる

（前田 2001）。広域連携に関する研究は古くから蓄積されており、実務的な関心に応える分析も

多い。その全てを網羅的に記述することは本稿の目的ではない。以下では、広域連合制度の制定

によって、現在の広域連携の制度的枠組みが整えられた 1994年以降の研究を中心に取り上げる。

　前述のとおり、日本の広域連携は、規模の経済を目的とする一部事務組合の設立や事務の委託

といった手法と圏域行政を目的とする広域行政圏構想及び連携中枢都市圏構想といった手法に分

けられる。先行研究は、これらの広域連携制度の概観を捉え、制度の特徴を明らかにする試みが

最も多い。そのなかでも、佐藤（2006）は、戦前から現在までの広域行政論を整理し、その変容

を明らかにする。戦後の民主化のなかで広域行政がどのように位置づけられていたか、高度経済

成長期における工業化と広域行政及び都市化と広域行政のかかわり、自治制度改革と広域行政の

関係、そして合併と広域行政論の結びつきについて歴史的に詳細を記述し、現在の広域連携制度

が形成された背景を説明する。

　佐藤の歴史的経緯から広域連携を特徴づけようとする試みに対し、諸外国との比較によって制

度を捉えようとする先行研究も存在する。とりわけ、フランスの事例については多くの分析がな

されている（加茂 2010、西尾 2007、小原 2007、岩崎 2000）。最近のものでは、横道が、詳細な

現地調査結果 4） に基づく考察を行っている。横道（2011）は、フランスと日本の比較をとおして、

その歴史的経緯や現在の基礎自治体の規模の違いから、フランスでは、広域連携機構を基礎自治

体に近い存在にしようとしているが、合併の進んだ日本においては、そのような市町村から独立

した強力な広域連携機構を創設する必要はないとする。

　また、稲継（2010）は、オーストラリアの合併政策を事例として取り上げ、今後の自治体間連

携のあり方について考察を行っている。オーストラリアでは、人口規模と効率性において明確な

相関関係は存在せず、合併の代替手段として 7つのモデル等があると紹介する。そして、オース

トラリアの経験を参考にすると、日本においても合併ではなく、リソースシェアなど様々な形の

自治体間連携の手法があり得ること、民主制の観点からはもちろん、経済性や効率性の観点から

も必ずしも合併がよりよい選択とは限らないとする。

　これらの先行研究は、詳細な歴史的記述や国際比較から日本の広域連携制度の特徴を描き、今

後の広域連携制度について考察を行っている。次に、広域連携の運営の実態に焦点を当てる先行

研究を取り上げる。大和田（1999）は、広域連携制度における民主的統制の脆弱さを指摘し、事例

分析を行った。東京都三多摩地域廃棄物処理組合の事例分析を通じて、広域的な事務組合では、

行政組織として大きくなると構成市町村に当事者能力がなくなり、財政的には構成市町村は組合

からの分担金に縛られるという問題が発生すると明らかにした。そして、事務が広域化し住民か
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ら遠い存在となると、住民の視点で問題を解決していくことがより困難になると指摘している。

　また、新家（2005）は、サーベイの分析とケーススタディの双方に注意を向けつつ、広域連合

の機能に関する特徴と、その特徴を形成する要因に関して実証的な分析を行っている。数量化理

論Ⅲ類を用いた結果は、広域連合が、「一部事務組合に限りなく近い広域連合」と「財源をそれ

ほど必要としない事務のみを限定的に行っているもの」、権限委譲を特徴とする「旧自治省が考

える理想の広域連合像」の 3つに分けられることを示す。そして、これら三グループにおける違

いを説明する変数として注視すべきは、権限委譲の有無・設立以前の広域行政機構の有無・事務

の数・構成市町村の団体類型・構成市町村の構成数・設立時期・設立の契機になった事務・取り

扱う事務の数等とする。

　財政的な視点から広域連携に焦点を当てる試みも存在する。林（2009）は、歴史的な経緯に

よって決まっている行政区域内では行政サービスの効率的な供給という観点からは疑問が残ると

する。そして、市町村でできないことは都道府県が担うのではなく、単独でできないことは複数

の市町村が連携して行うというように、真に広域的な課題は市町村自らの手で処理する仕組みを

構築する必要を説く。

　つづいて、圏域行政施策を対象とする研究を確認する。圏域行政施策に関する先行研究は、制

度の特徴を記述する内容の他、施策が既に終了した広域行政圏構想を対象に、制度的帰結の分析

が行われている。例えば、原田（2011）は、広域行政圏施策は、市町村合併に結実せず、むしろ

市町村合併を防御したと結論づける。原田は、戦後日本の広域行政施策の変遷を、「手段として

の広域行政」と「目的としての広域行政」という 2つの概念を用いて説明する。「手段としての

広域行政」とは、圏域の機能的一体性を強め、最終的には市町村合併による「広域的市町村」を

創出しようとする施策である。これに対し、「目的としての広域行政」は、現行の市町村規模を

前提とした上で、主として事務の効率化のために共同処理を促す施策である。そして、旧自治省

（総務省）の展開する広域行政施策は、最近まで一貫して「手段としての広域行政」に傾斜して

きたとする。

　次に、連携中枢都市圏構想は、取り組みが始まった初期段階であり、連携の構築過程や制度の

活用手法を記述する内容が多い（横道 2016、三浦 2016）。例えば、片山・伊藤・城所（2013）は、

広域ガバナンスの観点から定住自立圏構想を考察し、自治権を存置する柔軟性を維持しつつ、目

標を共有する協働体制の構築や、協働を妨げるおそれのある取引コストの軽減と協働のインセン

ティブを高めることが重要であるとする。そして公開資料とケーススタディから、定住自立圏の

圏域と取組内容、連携体制構築プロセスを明らかにしている。

　日本の広域連携に関する先行研究を概観すると、一部事務組合の設立や事務の委託等により規

模の経済の実現を目的とする連携については、制度的特徴の分析に焦点が当てられており、サー

ビスや公共財の提供を行っている連携組織のガバナンスに主たる関心が向けられている。他方で、

圏域行政については、地方政府間関係に焦点が当てられており、地方のガバナンスに関する分析

が中心となっている。また、連携組織の分析及び圏域行政における地方政府間関係の分析のいず
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れにおいても、連携によって効率性や有効性が達成されたのかという実証分析は少ない。

3．考　　察

　アメリカにおける広域連携の文脈と日本では、地方政府の成り立ちや上位政府との関係が異

なっている。アメリカにおいて発展した理論を日本の事例にそのまま当てはめることは難しいた

め、機能的に現象を捉えることで、日本の広域連携分析の新たな視角を得たい。

　まず、広域連携の成立過程に着目した分析を取り上げる。原田（2011）の広域行政圏構想を対

象とした分析が示すように、日本でも合併と連携は相互に関連しながら今日に至る。例えば、兵

庫県篠山市は、合併前には、篠山町、丹南町、西紀町、今田町の 4町によって一部事務組合を形

成し、サービスの提供を行っていた。平成の合併で第一号に名乗りを上げることになったきっか

けは、地域全体で水道事業の開発を進める際、事務組合では意思決定のスピードが遅くなる懸念

があり、新市による迅速な地域開発が望まれたことであった（森 2006）。また、平成の合併に至

らなかった自治体を対象とした調査 5） では、地理的に合併が困難という回答が 4.6％、意見集約

ができなかったという理由が 33.7％、合併を選んだが合併相手が消極的・否定的だったという理

由が 26.4％という結果が報告されている。これは、調整コストによるリスクの存在を示しており、

制度的集合行為論によって分析する有益性を示す。一部事務組合や事務の委託制度の活用は小規

模自治体で進んでいる現状がある。他方で、都市度や財政力も含めた詳細な分析は行われていな

い。古い歴史を持つ組合制度も、地方政府がいずれの団体と連携するかは自明ではなく今後の分

析が必要である。さらに、現在、取り組みが進められている圏域行政の連携中枢都市圏構想は、

圏域の指定が地方政府の自主性に任されている。いずれの地域において、圏域が設定されている

かという視点は、日本の地方政府間関係を理解するうえで示唆に富んだ分析となるだろう。

　次に、広域連携の運営の実態、制度的帰結に関する分析を取り上げる。ガバナンスに焦点を当

てた分析は、日本の先行研究でも行われている（鈴木 2011、横道 2012、鈴木 2016）。その内容は、

広域連携の形態や事務の種類、圏域行政に焦点を当てた分析など多岐に渡る。他方で、図 2で示

したMorse and Abernathy（2015）のような、広域連携を構成する地方政府がサービス内容の決

定に対して持つ自律性の程度を捉える分析は現在のところごくわずかである。たとえば、法人設

立型の広域連携については、民主的統制が脆弱で、住民の意思が反映されにくいという指摘（村

上 2002）がなされてきた。これに対し、構成団体の拒否権に注目し、構成団体による統制が強

く効く「民主主義の黒字」の存在を指摘する研究（鈴木 2016）が存在する。これらの先行研究

は、事務の種類によって必要と考えられる民主的統制の程度の違いに注意を向ける。他方で、同

一のサービスを一部事務組合といった同一の制度を用いて運用する際、連携機構の決定に対して、

構成自治体に自律性が残される場合とそうでない場合のそれぞれの条件については関心が向けら

れていない。法人型連携の場合に、地方政府の団体規模の差異や構成団体の数が連携のガバナン

スにどのように影響を及ぼすか明らかにすることは今後の課題である。くわえて、広域連携によ
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る効率性の有無に関する分析も必要である。また、非公式な連携から公式の連携へと至った事例

も存在し（祐野 2017）、地方政府の職員や首長の意見交換など非公式な連携に焦点を当てること

で、地方政府間連携の動態に関する分析を精緻化することができるだろう。

4．おわりに

　本稿では、わが国の広域連携について、新たな分析の視座を得ようと、主に、アメリカにおけ

るシェアードサービスの先行研究を概観した。調整コストによるリスクや分配コストによるリス

ク、離反コストによるリスクによって構成される制度的集合行為論は、日本の広域連携を分析す

る場合にも有益な視点である。また、広域連携のガバナンスに着目し、連携によって提供する

サービス内容の決定における構成団体の自律性の程度を捉える分析の視角は、連携制度のもとで

制度以外の要因が及ぼす影響に関心を向ける。広域連携は、公共サービスや財の効率的な提供を

構成自治体に必ず約束するものではない。森（2012）は、事務の共同処理の積極的導入が、市町

村自身の組織変革への関心にマイナス効果を与える可能性を指摘する。地方政府が財やサービス

の提供に有益な手法として広域連携を活用するためには、分析の精緻化が今後も必要である。

広域連携政策の理論的考察 33

注
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 4）  熊谷和樹 (2010)『フランスの広域行政組織にみる広域連携策』「都市とガバナンス vol. 15」財団法
人日本都市センター

 5）  http://www.soumu.go.jp/gapei/sicyouson_kenkyuukai_mokuji.html［最終検索日：2017/10/25］
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